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1 基本事項 

1.1 委託業務名 

 

令和８年度から令和 13年度までにおける地方独立行政法人大阪府立病院機構の 

後払い決済サービス導入及び運用に係る業務 

 

1.2 背景と方針 

地方独立行政法人大阪府立病院機構(以下「当機構」という。)では、先進的な取り組みと

して平成 31年より Medical Gate医療費あと払い決済サービスを、令和４年より薬局連携

サービスを提供してきました。近年、民間会社が提供する医療費後払い決済サービスの内容

が充実し、Medical Gateと同等以上の機能が利用でき、また、コスト削減も可能なことか

ら、民間の医療費後払い決済サービスへの移行を行うことを決定しました。 

民間の医療費後払い決済サービスへの移行においては、当機構が運営するMedical Gate

あと払い決済サービスで提供している患者サービスの水準を確保しつつ、より質の高い患

者サービスの提供を目指します。 

 また、令和４年に発生した大阪急性期・総合医療センターにおけるサイバーインシデント

を踏まえ、セキュリティを強化し、業務運営の安全性を確保いたします。 

 

2 提案事項 

資料４「後払い決済サービス導入及び運用に係る業務委託調達仕様書」（以下「調達仕

様書」という。）の趣旨や新サービスに求める要求事項等を十分に踏まえ，資料 3_落札者決

定基準別紙（提案書評価表）に記載の各項目について、入札者の持つ知識や経験等を最大限

に活かした提案とすること。 

 

3 提案の提出方法 

3.1 提案書等として提出する資料の種類 

本入札にかかわる提案書等として、次の４つの資料を、以下の留意事項にした

がい提出すること。 

(1)  提案書（様式 5－1） 

(2)  調達仕様書対応表一式（様式 5－2） 

(3)  提案見積書（様式 5－3） 

(4)  付属資料（上記を補足する付属資料） 

 

3.2 全般的な留意事項 

 総合評価一般競争入札においては、入札者から提出された提案書等に基づき評

価を行い、記載内容に応じて点数をつけるため、貴社の提案内容がわかるように
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ソリューション、ソリューションの提案理由（他方式との比較等）、適用範囲、課

題の解決策など具体的に記述すること。 

また、当機構の要求するシステムを実現するうえでの機能や処理方式などが漏

れている場合は、評価が大幅に低くなることがあるので、当機構の要求を実現で

きるソリューションを網羅的に記述すること。カタログだけの提案や実現不可能

なものは、評価が低くなる。 

 

契約書に添付する仕様書には、落札者の提案書の内容を盛り込むことを予定し

ており、確実に貴社が実現できる範囲で記載すること。 

いくつかの方式を挙げた場合は、全て貴社が実現を約束したものとみなし、入

札価格でもって実施できるものとみなすため、仕様書を上回る機能であってもす

べて入札価格に含めること。 

提案した方式だけで所与のシステムを実現できない場合、追加の方式やソフト

ウェアの開発は、貴社の負担で行うこととなる。 

 

3.3 提案書作成上の留意事項 

(1)  提案書の様式は、A4 縦長横書き両面とすること。（図面等は除く。）また、

日本語で表記すること。なお，図面等補足資料で A3用紙を使用する場合は

A4版に折り込むこと。 

(2)  電子媒体の作成については、「ワード」、「エクセル」ファイルを基本とし、そ

れらの PDF ファイルも併せて CD－R に保存すること。 

(3)  文字サイズは，10.5 ポイント以上とする（図表中の文字については除く）。

フォントの指定はない。 

(4)  提案書の正本として１部は袋とじにし、提案書表紙（様式 5－1）に企業名又

は個人名を記載したうえ、「総合評価一般競争入札参加資格審査申請書」（様

式 1－1）において登録した印鑑を押印し、頭に添付すること。提出者の担当

部門及び責任者を明示すること。 

(5)  提案書の副本の表紙には押印および企業名又は個人名を記載しないこと。副

本として６部作成すること。 

(6)  正本の表紙以外及び副本には、提案者の名称等、提案者が特定または類推で

きる表現を記載しないこと。体制図等については、『A社』等、名称を伏せた

表現で記載すること。提案者の名称等が記載されている場合には失格とする

こともあるので注意すること。 

(7)  電子媒体２部を添付すること。電子媒体には、紙媒体で提出する文書すべて

を含めること。 

(8)  「落札者決定基準」（資料３）の「２．提案内容の評価（機能評価点）」に沿
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って、基本要件対応表および提案書を作成すること。提案書は、全部で 30ペ

ージに収めること（調達仕様書対応表一式（様式 5－2）はページ数には含め

ない）。提案書は、評価作業者が漏れなく正確に評価できるよう、資料３「落

札者決定基準別紙（提案書評価表）」に示す提案書評価表の各項目の順序に

沿って記述し、項目ごとに、提案する内容を過不足なく記述すること。 

(9)  代替提案もしくは改善提案により調達仕様書基本要件を満たそうとする場

合は、その提案内容が適切であるかどうか、当機構で判断できるよう調達仕

様書対応表一式（様式 5－2）の記載方法説明に沿って，各種機能の対応方法

等を記入した上で、提案書の最後部に添付すること。 

(10)  当機構の提示した仕様書の全面コピー及び「仕様書のとおり」といった記述

に終始しないこと。仕様書を引用して記述する場合も、貴社の提案にかかる

部分がどこにあるかが明確になるよう表現を工夫すること。 

(11)  貴社のソリューションが理解しやすいように、簡潔かつ分かりやすい表現で

記述すること。また、その方式を採用した理由、特徴、課題及び解決策など

具体的に記述すること。 

(12)  表題は「後払い決済サービス導入及び運用に係る業務委託委託契約提案書」

とすること。 

 

3.4 提案見積書記載上の留意事項 

(1)  提案見積書は、日本円で、消費税及び地方消費税を含まない金額で表記する

こと。 

(2)  提案見積書は、詳細な内訳を記載した明細を必ず添付すること。 

(3)  様式については提案見積書（様式 5－3）に記載すること。 

(4)  提案見積書は、提案書とは別に作成し、まとめて袋とじすること。 

(5)  提案見積書の１部については、「総合評価一般競争入札参加資格審査申請書」

（様式 1－1）において登録した印鑑を押印すること。 

(6)  電子媒体の作成については、「ワード」、「エクセル」ファイルを基本とし、そ

れらの PDF ファイルも併せて CD－R に保存すること。 

(7)  印を押さない提案見積書を別途６部用意し、電子媒体２部を添付すること。

電子媒体には、紙媒体で提出する文書すべてを含めること。 

(8)  提案見積書と入札書の金額は同額とすること。万が一相違があった場合は、

入札書を優先する。 

(9)  提案見積書において記載ミスがあった場合の判断は、当機構が行うものとす

る。 

(10)  表題は「後払い決済サービス導入及び運用に関わる業務委託契約提案見積書」

とすること。 
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3.5 付属資料提出上の留意事項 

(1)  付属資料は、一体としてまとめ、６部提出すること。 

(2)  表題は「後払い決済サービス導入及び運用に関わる業務委託契約付属資料」

とすること。 

 

3.6 その他の留意事項 

(1)  採択された提案書の著作権は当機構に帰属するものとする。 

(2)  入札された提案書は、非公開とする。 

(3)  入札された提案書は、返却しない。 


